
公益財団法人調布ゆうあい福祉公社 一般事業主行動計画 

【女性活躍推進法・次世代育成支援法 一体型】 

 

 職員が仕事と家庭を両立することができ，全ての職員がその能力を十分に発揮できるようにす

るため，次のように行動計画を策定する。 

 

１ 計画期間  

令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間 

 

２ 現状と課題 

〇年次有給休暇の取得や時間外労働の状況において，個人・部署間での偏りが見られる。 

〇女性の割合が多いことや，親の介護が必要になってくる世代の割合が多い。 

〇職員のうち女性の占める割合が７８．４％と高く，女性職員が活躍しているが，管理職に

占める女性比率が２０％，役職者全体でも３８．５％と低い傾向にある。 

 

３ 目標と取組内容 

  目標１ 時間外労働の縮減 【次世代・女活】 

〇時間外労働を年間７，０００時間にする。＜全職員の年間累計／基準値１４，５０３時

間（平成２８年度）と比較し約５０％削減） 

〇ＩＣＴ活用を推進し，業務の合理化・効率化を図る。また，柔軟な働き方（テレワーク

等）につながる環境を構築する。 

 

  目標２ 年次有給休暇の取得促進 【次世代・女活】 

〇年次有給休暇取得率を７０％にする。＜付与に対して５０％以上取得する職員の割合／

基準値５４．２%（平成２８年度）と比較し約３０％向上＞ 

〇業務の個人への偏りを是正することや，チームワークの向上を通して，取得しやすい環

境を構築する。 

 

 目標３ 管理職等（課長・係長・主任）の育成・登用 【次世代・女活】 

〇役職者に占める女性の割合を５０％にする。 

〇人事評価制度を導入し，職務・職層に応じた能力開発を行う。特に，女性の管理職登用

を推進するため昇格意欲の喚起や管理職に必要なマネジメント能力等の研修を促す。 

 

目標４ 仕事と家庭の両立に向けた職場環境の整備と風土づくり 【次世代・女活】 

〇育児・介護の休業・休暇制度の周知・啓発を行い，利用を促進する。 

〇あらゆるハラスメントを防止し，働きやすい職場環境を構築する。 

 

 

 

 

 

 

女性の活躍に関する情報公表 

令和３年３月現在 

・職員に占める女性の割合：７８．４％ 

・役職者に占める女性の割合：３８．５％ 

・職員の１ヶ月当たりの時間外の平均時間：４．７時間 

・年次有給休暇の取得率：７１．６％ 

・ 


